
UQ 通信サービス契約約款 

旧 新 

（当社から行う通知等の方法及びＵＱ契約者の氏名等の変更の届出） 

第９条 当社は、この約款に基づき、ＵＱ契約者に通知その他の連絡（以下

この条において「通知等」といいます｡)を行う必要がある場合であって、

書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、ＵＱ

契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番

号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先に係る情報（以下「契約者

連絡先」といいます｡)に基づいて行います。 

２ ＵＱ契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やか

にＵＱ通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の書面

により届け出ていただきます。 

３ 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する

書類を提示していただくことがあります。 

４ ＵＱ契約者は、第２項の届出を怠ったことにより、当社又は料金回収会

社（別記２に定める法人をいいます。以下同じとします｡)がそのＵＱ契約

者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が

不到達であっても、通常その到達すべきときにそのＵＱ契約者が通知内容

を了知したものとして扱うことに同意していただきます。 

５ ＵＱ契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社又は料金回収

会社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合につい

ても、前項と同様とします。 

６ 前２項の場合において、当社又は料金回収会社は、その書面等の送付に

起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。 

７ 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この

約款の規定によりＵＱ契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、

それらの規定に関わらず、その通知等を省略できるものとします。 

 

 

（略） 

 

（利用停止） 

第 35 条 当社は、ＵＱ契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以

内で当社が定める期間（ＵＱ通信サービスの料金その他の債務を支払わな

いときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は料金回収会

（当社から行う通知等の方法及びＵＱ契約者の氏名等の変更の届出） 

第９条 当社は、この約款に基づき、ＵＱ契約者に通知その他の連絡（以下

この条において「通知等」といいます｡)を行う必要がある場合であって、

書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、ＵＱ

契約者から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番

号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先に係る情報（以下「契約者

連絡先」といいます｡)に基づいて行います。 

２ ＵＱ契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やか

にＵＱ通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社所定の書面

により届け出ていただきます。 

３ 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する

書類を提示していただくことがあります。 

４ ＵＱ契約者は、第２項の届出を怠ったことにより、当社又はＫＤＤＩ株

式会社がそのＵＱ契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付し

たときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべきときにそ

のＵＱ契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していた

だきます。 

５ ＵＱ契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社又はＫＤＤＩ

株式会社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合に

ついても、前項と同様とします。 

６ 前２項の場合において、当社又はＫＤＤＩ株式会社は、その書面等の送

付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとしま

す。 

７ 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この

約款の規定によりＵＱ契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、

それらの規定に関わらず、その通知等を省略できるものとします 

 

（略） 

 

（利用停止） 

第 35 条 当社は、ＵＱ契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以

内で当社が定める期間（ＵＱ通信サービスの料金その他の債務を支払わな

いときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又はＫＤＤＩ株



社に支払われるまでの間、第３号又は第４号の規定に該当するときは、当

社がＵＱ契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるもの

を当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間）、そのＵ

Ｑ通信サービスの利用を停止することがあります。 

(１) 料金回収会社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過しても

なお支払いがない旨の通知を料金回収会社から受けたとき。 

(２)～(10)（略） 

２ (略) 

 

 

（略） 

 

 

（窓口支払手数料の支払義務） 

第 44 条 ＵＱ契約者は、当社又は料金回収会社が払込票（当社が指定する

店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同じと

します｡)を発行したときは、料金表第１表第 12（窓口支払手数料）に規定

する窓口支払手数料の支払いを要します。 

 

（督促手数料の支払義務） 

第 45 条 ＵＱ契約者は、当社又は料金回収会社が督促通知（料金その他の

債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予告を

伴うものをいいます。以下同じとします｡)を行った場合に、その支払期日

を経過してもなお支払いがなかったときは、料金表第１表第 13（督促手

数料）に規定する督促手数料の支払いを要します。 

 

（略） 

 

（債権の譲渡） 

第 48 条 ＵＱ契約者（料金等の支払方法として銀行振込を指定している者

を除きます｡)は、その料金契約に基づき生じた全ての債権について、当社

が料金回収会社に譲渡することを承諾していただきます。 

２ 前項の譲渡に関して、ＵＱ契約者は、あらかじめ次の各号について同意

していただきます。 

(１) ＵＱ契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号

会社に支払われるまでの間、第３号又は第４号の規定に該当するときは、

当社がＵＱ契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるも

のを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間）、その

ＵＱ通信サービスの利用を停止することがあります。 

(１) ＫＤＤＩ株式会社が請求した料金その他の債務について、支払期日を

経過してもなお支払いがない旨の通知をＫＤＤＩ株式会社から受けたと

き。 

(２)～(10)（略） 

２ (略) 

 

（略） 

 

 

（窓口支払手数料の支払義務） 

第 44 条 ＵＱ契約者は、当社又はＫＤＤＩ株式会社が払込票（当社が指定

する店舗において料金等を支払う際に必要となる書面をいいます。以下同

じとします｡)を発行したときは、料金表第１表第 12（窓口支払手数料）に

規定する窓口支払手数料の支払いを要します。   

 

（督促手数料の支払義務） 

第 45 条 ＵＱ契約者は、当社又はＫＤＤＩ株式会社が督促通知（料金その

他の債務の支払いを求める行為であって、当社が行う会員契約の解除の予

告を伴うものをいいます。以下同じとします｡)を行った場合に、その支払

期日を経過してもなお支払いがなかったときは、料金表第１表第 13（督

促手数料）に規定する督促手数料の支払いを要します。 

 

（略） 

 

（債権の譲渡） 

第 48条 ＵＱ契約者は、その料金契約に基づき生じた全ての債権について、

当社がＫＤＤＩ株式会社に譲渡することを承諾していただきます。 

２ 前項の譲渡に関して、ＵＱ契約者は、あらかじめ次の各号について同意

していただきます。 

(１) ＵＱ契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号

及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要



及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために必要

な情報を当社が料金回収会社に提供すること。 

(２) 料金回収会社が請求した債権について、その支払期日を経過してもな

お支払いがない場合に、料金回収会社から当社へその旨の通知を受けるこ

と。 

３ 第１項の場合において、当社及び料金回収会社は、ＵＱ契約者への個別

の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 

 

（債権の買い戻し） 

第 49 条 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と

判断した場合には、料金回収会社から債権の全部又は一部を買い戻して請

求できるものとします。 

２ 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社及び料金回収会社は、

ＵＱ契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 

 

 

（料金等の請求） 

第 49条の２ 当社及び料金回収会社は、第 65条（請求書の発行）に規定す

る場合その他当社又は料金回収会社が必要と判断した場合を除き、書面に

よる請求書の発行を行いません。 

 

（料金等の支払い） 

第 50 条 ＵＱ契約者は、料金契約に係る料金等の支払いについて、あらか

じめ別記５に規定する支払方法のいずれかを指定していただきます。 

２ ＵＱ契約者は、料金契約に係る料金等について、当社が定める期日まで

に、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。 

３ 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払

っていただきます。 

４ 当社は、料金契約に係る料金等の支払いについて、次のいずれかに該当

したときは、払込票を発行します。この場合において、ＵＱ契約者は、第

１項の規定により指定した支払方法に関わらず、その払込票を使用して料

金等を支払っていただきます。 

(１) 口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払い

を要するとき。 

(２) 口座振替による料金等の引き落としが残高不足により２回連続で完

な情報を当社がＫＤＤＩ株式会社に提供すること。 

(２) ＫＤＤＩ株式会社が請求した債権について、その支払期日を経過して

もなお支払いがない場合に、ＫＤＤＩ株式会社から当社へその旨の通知を

受けること。 

３ 第１項の場合において、当社及びＫＤＤＩ株式会社は、ＵＱ契約者への

個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 

 

 

（債権の買い戻し） 

第 49 条 当社は、前条の規定により譲渡した債権について、当社が必要と

判断した場合には、ＫＤＤＩ株式会社から債権の全部又は一部を買い戻し

て請求できるものとします。 

２ 前項の規定により債権を買い戻す場合には、当社及びＫＤＤＩ株式会社

は、ＵＱ契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとしま

す。 

 

（料金等の請求） 

第 49条の２ 当社及びＫＤＤＩ株式会社は、第 65条（請求書の発行）に規

定する場合その他当社又はＫＤＤＩ株式会社が必要と判断した場合を除

き、書面による請求書の発行を行いません。 

 

（料金等の支払い） 

第 50 条 ＵＱ契約者は、料金契約に係る料金等の支払いについて、あらか

じめ別記５に規定する支払方法のいずれかを指定していただきます。 

２ ＵＱ契約者は、料金契約に係る料金等について、当社が定める期日まで

に、前項の規定により指定した支払方法により支払っていただきます。 

３ 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払

っていただきます。 

４ 当社は、料金契約に係る料金等の支払いについて、次のいずれかに該当

したときは、払込票を発行します。この場合において、ＵＱ契約者は、第

１項の規定により指定した支払方法に関わらず、その払込票を使用して料

金等を支払っていただきます。 

(１) 口座振替に係る金融機関等の手続きが完了する前に料金等の支払い

を要するとき。 

(２) 口座振替による料金等の引き落としが残高不足により２回連続で完



了しなかったとき。 

(３) クレジットカード又は口座振替の支払口座が使用不能であることを

当社が知ったとき。 

５ 前項の場合において、当社は、同項第２号又は第３号のいずれかに該当

したときは、その該当した支払方法が変更されない限り、それ以降も払込

票の発行を継続するものとし、ＵＱ契約者は、その払込票を使用して料金

等を支払っていただきます。 

ただし、同項第２号に該当した場合であって、その払込票により支払い

が行われたときは、この限りでありません。 

６ ＵＱ契約者は、第 48 条（債権の譲渡）の規定により譲渡した債権につ

いて、料金回収会社が前５項の規定に準じて取り扱うことに同意していた

だきます。 

 

（略） 

 

（期限の利益喪失） 

第 53 条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、ＵＱ契約者

は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利

益を失い、当社及び料金回収会社に対して直ちにその料金その他の債務を

弁済しなければならないものとします。 

(１) ＵＱ契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履

行若しくは履行遅滞に陥ったとき。 

(２) ＵＱ契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始そ

の他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。 

(３) ＵＱ契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。 

(４) ＵＱ契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあ

ったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。 

(５) ＵＱ契約者の所在が不明であるとき。 

(６) ＵＱ契約者が預託金を預け入れないとき。 

(７) その他ＵＱ契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があ

ると認めるとき。 

２ ＵＱ契約者は、前項第２号から第４号に定める事由のいずれかが発生し

た場合には、その事実を速やかにＵＱ通信サービスの契約事務を行うサー

ビス取扱所に通知していただきます。 

 

了しなかったとき。 

(３) クレジットカード又は口座振替の支払口座が使用不能であることを

当社が知ったとき。 

５ 前項の場合において、当社は、同項第２号又は第３号のいずれかに該当

したときは、その該当した支払方法が変更されない限り、それ以降も払込

票の発行を継続するものとし、ＵＱ契約者は、その払込票を使用して料金

等を支払っていただきます。 

ただし、同項第２号に該当した場合であって、その払込票により支払い

が行われたときは、この限りでありません。 

６ ＵＱ契約者は、第 48 条（債権の譲渡）の規定により譲渡した債権につ

いて、ＫＤＤＩ株式会社が前５項の規定に準じて取り扱うことに同意して

いただきます。 

 

（略） 

 

（期限の利益喪失） 

第 53 条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、ＵＱ契約者

は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利

益を失い、当社及びＫＤＤＩ株式会社に対して直ちにその料金その他の債

務を弁済しなければならないものとします。 

(１) ＵＱ契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履

行若しくは履行遅滞に陥ったとき。 

(２) ＵＱ契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始そ

の他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。 

(３) ＵＱ契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。 

(４) ＵＱ契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあ

ったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。 

(５) ＵＱ契約者の所在が不明であるとき。 

(６) ＵＱ契約者が預託金を預け入れないとき。 

(７) その他ＵＱ契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があ

ると認めるとき。 

２ ＵＱ契約者は、前項第２号から第４号に定める事由のいずれかが発生し

た場合には、その事実を速やかにＵＱ通信サービスの契約事務を行うサー

ビス取扱所に通知していただきます。 

 



（略） 

 

（買い戻しによる預託金の充当） 

第 55 条 当社は、料金回収会社が請求した料金その他の債務について、Ｕ

Ｑ契約者が支払期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、その

ＵＱ契約者が当社に預託金を預け入れているときは、その債権（その額が

預託金よりも大きいときは、預託金と同額分とします｡)を料金回収会社か

ら買い戻し、その額に預託金を充当することがあります。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

（買い戻しによる預託金の充当） 

第 55条 当社は、ＫＤＤＩ株式会社が請求した料金その他の債務について、

ＵＱ契約者が支払期日を経過してもなお支払わなかった場合であって、そ

のＵＱ契約者が当社に預託金を預け入れているときは、その債権（その額

が預託金よりも大きいときは、預託金と同額分とします｡)をＫＤＤＩ株式

会社から買い戻し、その額に預託金を充当することがあります。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１表 ＵＱ通信サービスに関する料金 

 

第１ 基本使用料 

１ 適用 

基本使用料の適用については、第 40 条（基本使用料の支払義務）の規

定によるほか、次のとおりとします。 

 （略） 

 

２ 料金額 

(１) 第１種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

１料金契約ごとに月額 

区分 料金額 

税抜額（税込額） 

（略） （略） 

備考 

１ ＮｅｔｆｌｉｘサービスはＮｅｔｆｌｉｘ合同会社が、Ｎｅｔｆｌ

ｉｘ合同会社の定める利用規約に基づき提供するサービスです。 

２ Ｎｅｔｆｌｉｘパックの料金額には、Ｎｅｔｆｌｉｘ合同会社の提

供するＮｅｔｆｌｉｘサービスのうち、スタンダードプランの料金額

（税抜額 1,446 円(税込額 1,590 円)）を含みます。 

３ Ｎｅｔｆｌｉｘパックの契約者は、当社が別に定める方法により手

続きを行うことで、Ｎｅｔｆｌｉｘサービスを利用することができま

す。 

４ Ｎｅｔｆｌｉｘパックの契約者は、その契約者回線に係る情報並び

にＮｅｔｆｌｉｘサービスに係る契約情報を、当社とＮｅｔｆｌｉｘ

合同会社との間で相互に開示し照会することを承諾していただきま

す。相互に開示し照会した情報は、当社及びＮｅｔｆｌｉｘ合同会社

の定める目的で利用します。Ｎｅｔｆｌｉｘ合同会社の個人情報保護

方針については Netflix.com/privacy をご参照ください。 

５ Ｎｅｔｆｌｉｘパックの契約者がＮｅｔｆｌｉｘサービスを利用す

る場合のＮｅｔｆｌｉｘサービスに関する提供条件等については、Ｎ

ｅｔｆｌｉｘ合同会社及び当社が別に定めるところによります。 

 

 

 

第１表 ＵＱ通信サービスに関する料金 

 

第１ 基本使用料 

１ 適用 

基本使用料の適用については、第 40 条（基本使用料の支払義務）の規

定によるほか、次のとおりとします。 

 （略） 

 

２ 料金額 

(１) 第１種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

１料金契約ごとに月額 

区分 料金額 

税抜額（税込額） 

（略） （略） 

備考 

１ ＮｅｔｆｌｉｘサービスはＮｅｔｆｌｉｘ合同会社が、Ｎｅｔｆｌ

ｉｘ合同会社の定める利用規約に基づき提供するサービスです。 

２ Ｎｅｔｆｌｉｘパックの料金額には、Ｎｅｔｆｌｉｘ合同会社の提

供するＮｅｔｆｌｉｘサービスのうち、スタンダードプランの料金額

（税抜額 1,446 円(税込額 1,590 円)）を含みます。 

３ Ｎｅｔｆｌｉｘサービスのうちプレミアムプランに加入している場

合は、追加で月額オプション料(税抜額 637 円(税込額 700 円))がかか

ります。月額オプション料の日割は行いません。ただし、料金月の起

算日以外の日にスタンダードプランからプレミアムプランへの変更が

あった場合、変更後のプレミアムプランの加入日数に応じて日割しま

す。 

４ Ｎｅｔｆｌｉｘパックの契約者は、当社が別に定める方法により手

続きを行うことで、Ｎｅｔｆｌｉｘサービスを利用することができま

す。 

５ Ｎｅｔｆｌｉｘパックの契約者は、その契約者回線に係る情報並び

にＮｅｔｆｌｉｘサービスに係る契約情報を、当社とＮｅｔｆｌｉｘ

合同会社との間で相互に開示し照会することを承諾していただきま

す。相互に開示し照会した情報は、当社及びＮｅｔｆｌｉｘ合同会社

の定める目的で利用します。Ｎｅｔｆｌｉｘ合同会社の個人情報保護

方針については Netflix.com/privacy をご参照ください。 



 

 

 

 

(２)  第２種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

１料金契約ごとに月額 

区分 料金額 

税抜額（税込額） 

（略） （略） 

備考 (１)の表の備考第１項から第５項に定めるとおりとします。 

 

 

（略） 

 

 

別記  

（略） 

 

２ 債権譲渡先となる料金回収会社 

料金回収会社 

株式会社ファミリーネット・ジャパン 

 

（略） 

 

 

６ Ｎｅｔｆｌｉｘパックの契約者がＮｅｔｆｌｉｘサービスを利用す

る場合のＮｅｔｆｌｉｘサービスに関する提供条件等については、Ｎ

ｅｔｆｌｉｘ合同会社及び当社が別に定めるところによります。 

 

(２)  第２種ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るもの 

１料金契約ごとに月額 

区分 料金額 

税抜額（税込額） 

（略） （略） 

備考 (１)の表の備考第１項から第６項に定めるとおりとします。 

 

 

（略） 

 

 

別記 

（略） 

 

２ 削除 

 

（略） 

 

 

附則（26-UQ 事企第 002 号、003 号） 

１ この改正規定は、令和８年６月１日から実施します。 

ただし、この改正規定中、料金回収会社の変更に関する改正規定につ

いては、令和８年９月１日から実施します。なお、令和８年６月１日か

ら令和８年７月 15日までに口座振替の設定が完了した場合は、令和８年

８月１日から令和８年８月 31日までの間、改正前の規定の「料金回収会

社」を「ＫＤＤＩ株式会社」に読み替えて適用します。 

（料金等の支払いに関する経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通

信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとしま

す。 

 


